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○栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例施行規則 

平成２１年３月２５日 

規則第７号 

改正 平成２１年９月３日規則第３４号 

平成２２年４月１日規則第２６号 

平成２３年４月１日規則第１６号 

平成２９年４月１日規則第８号 

令和３年３月３１日規則第１０号 

令和４年４月１日規則第１８号 

令和５年４月１日規則第２３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例（平成２１年栗東市条例第８号。

以下「条例」といいます。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとします。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によります。 

（大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更） 

第３条 条例第１０条第１項第４号の規則で定める計画等の策定及び変更とは、総事業費がおおむね１

０億円以上の市が実施する大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更とし

ます。 

（公表の方法） 

第４条 条例第１１条第３項の規定による公表は、市のホームページへの掲載により行うものとします。 

第５条 条例第１２条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとします。 

（１） 公表事項を所管する課等の窓口における閲覧 

（２） 情報公開コーナーにおける閲覧 

（３） 市のホームページへの掲載 

２ 前項に掲げるもののほか、必要に応じて次に掲げる方法により公表するものとします。 

（１） 市の広報紙への掲載 

（２） 市の公共施設における閲覧 

（３） その他市長が適当と認める方法 

（推進委員会の組織及び運営） 

第６条 条例第１５条に規定する栗東市市民参画等推進委員会（以下「推進委員会」といいます。）に

委員長及び副委員長を置きます。 

２ 推進委員会の委員長（以下「委員長」といいます。）は、委員の互選により定めます。 

３ 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表します。 
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４ 推進委員会の副委員長は、委員長が指名する者をもってあて、委員長に事故があるとき又は欠けた

ときは、その職務を代理します。 

５ 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となります。 

６ 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできません。 

７ 推進委員会の会議は、公開します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又

は一部を公開しないことができます。 

（１） 法令等の規定により公開できないとされている場合 

（２） 審議等の内容に個人情報その他非公開にすべき情報が含まれている場合 

（３） 会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に支障を生ずると認められる場合 

８ 推進委員会の庶務は、市民部自治振興課において処理します。 

９ 前各項に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って

定めます。 

（協働事業を提案できる者） 

第７条 市と役割分担して行う協働によるまちづくり事業（以下「協働事業」といいます。）を提案で

きる者は、市民、市民公益活動団体及び地域コミュニティ団体のうち、次に掲げる要件のいずれもを

満たすものとします。 

（１） ５人以上の会員で組織している団体であること。 

（２） 市内に活動の拠点を置き、かつ、公益的な活動をしていること。 

（３） 定款（規約又は会則を含みます。）を有し、開かれた活動を継続的に行っていること。 

（４） 予算の執行、決算の報告その他会計に関する処理が適正に行われていること。 

（５） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいいます。以下同じです。）又は暴力団若しくは暴力団員（同条第６号

に規定する暴力団の構成員をいいます。）が統制している団体でないこと。 

（協働事業の種別） 

第８条 協働事業の種別は、次に掲げるものとします。 

（１） 自由テーマ型提案事業 

（２） 連携支援型提案事業 

（協働事業として提案できるもの） 

第９条 協働事業として提案できるものは、次に掲げる要件のいずれもを満たすものとします。 

（１） 市内で行われる事業であること。 

（２） 提案した年度の翌年度に実施が可能な事業であること。ただし、前条第２号に掲げる事業に

あっては、提案した年度又はその翌年度に実施が可能であること。 

（３） 地域社会の発展又は地域が抱えている課題若しくは社会課題の解決が期待できるものである

こと。 
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（４） 協働で実施することが制度的に可能であり、その役割が明確かつ適切であること。 

（５） 単年度で完了できるものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは対象としません。 

（１） 営利を主たる目的とするもの 

（２） 特定の個人又は団体が利益を受けるもの 

（３） 政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的とするもの 

（４） 政策等の提案を主たる目的とするもの 

（５） 施設等の建設又は整備を主たる目的とするもの 

（６） 国、地方公共団体及び国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けているものから提案し

ようとする協働事業に対してすでに助成を受けているもの 

（７） 法律又は条例に反するもの 

（８） 公序良俗に反するもの 

３ 第１項第５号の規定は、協働事業の提案を複数年度に連続して提案することを妨げるものではあり

ません。 

（財政的支援） 

第１０条 市は、採択された協働事業に対して、予算に定める範囲内で財政的な支援を行います。 

（申請方法） 

第１１条 協働事業を提案しようとする団体は、次に掲げる書類を添えて協働事業提案書（別記様式第

１号）を市長に提出しなければなりません。 

（１） 協働事業計画書（別記様式第２号） 

（２） 協働事業収支予算書（別記様式第３号） 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（協働事業提案審査会） 

第１２条 前条の規定により提出された提案書について協働事業の採択等の審査を行うため、推進委員

会に協働事業提案審査会（以下「審査会」といいます。）を設置します。 

２ 審査会は、委員７人以内で構成します。 

３ 審査会に会長及び副会長を置きます。 

４ 審査会の会長（以下「会長」といいます。）は、委員の互選により定めます。 

５ 会長は、会務を総理し、審査会を代表します。 

６ 審査会の副会長は、会長が指名する者をもってあて、会長に事故があるとき又は欠けたときは、そ

の職務を代理します。 

７ 審査会の会議は、委員長が招集し、会長が議長となります。 

８ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできません。 

（協働事業の審査） 
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第１３条 市長は、第９条の規定により提出された提案書の書類審査を行った後に、協働事業の採択等

の審査を推進委員会に諮問します。 

２ 前項の規定にかかわらず、第８条第２号に掲げる事業に係る提案書については、公益等の判断が困

難であると認められる場合を除き、採択等の審査を諮問せず、書類審査のみとします。 

３ 委員長は、市長から第１項の規定による諮問があったときは、速やかに、審査会の会議を招集しま

す。 

４ 審査会の会議は、諮問された審査を公開プレゼンテーションにより行います。この場合において、

委員のうちに協働事業を提案した団体（以下「提案団体」といいます。）の構成員である者がいると

きは、当該委員は、審査に参加することができません。 

５ 会長は、審査の結果を取りまとめ、当該結果を委員長に報告します。 

６ 委員長は、前項の報告に基づき、協働事業の採択等の審査結果を市長に答申します。 

（協働事業の採択の決定及び公表） 

第１４条 市長は、前条第２項の規定による書類を審査したとき又は同条第６項の規定による答申を受

けたときは、協働事業の採択について可否を決定し、これを協働事業採択結果通知書（別記様式第４

号）により提案団体に通知するとともに、第５条の規定によりを公表します。 

（協定の締結） 

第１５条 市長は、前条の規定により協働事業としての採択通知を受けた者（以下「採択団体」といい

ます。）とそれぞれの役割分担及び事業内容を協議し、当該協働事業の実施に関する協定を締結しま

す。 

２ 協定を締結した後に、協働事業の内容の変更等により協定事項を変更する必要があるときは、採択

団体及び市長は協議を行い、必要に応じて協定を変更します。 

（事業報告） 

第１６条 採択団体は、協働事業実施後に、協働事業実施報告書（別記様式第５号）を市長に提出しな

ければなりません。 

２ 採択団体と市は、協働事業報告会において、協働事業の実施内容について報告するものとします。 

（その他） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、協働事業提案制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定

めます。 

附 則 

この規則は、平成２１年４月１日から施行します。 

附 則（平成２１年９月３日規則第３４号） 

この規則は、公布の日から施行します。 

附 則（平成２２年４月１日規則第２６号）抄 

（施行期日） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１日規則第１６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１日規則第８号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日規則第１０号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年４月１日規則第１３号）抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日規則第１８号） 

  この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日規則第２３号） 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第１１条関係） 

 

協働事業提案書 

年  月  日 

 

栗東市長       様 

 

         年度 募集の栗東市協働事業について、次のとおり提案します。 

 

                         団体の所在地              

                         団体名                 

                         代表者氏名               

事業概要 

提案事業名 
 

提案の区分 

どちらかに○をつけてください。 
 １ 自由テーマ型提案事業   ２ 連携支援型提案事業 
 
  テーマの名称                    

事業の目的 

 

事 業 概 要 

（具体的に内容が分かるように、３００字程度でまとめてください。） 

事業の分野 

１ 保健・医療・福祉    ８ 平和・人権     15 職業支援 

２ 社会教育        ９ 国際協力      16 消費者の保護 

３ まちづくり       10 男女共同参画    17 団体の運営又は活動 

４ スポーツ・芸術・文化  11 子どもの健全育成    に関する連絡、助言 

５ 環境          12 情報社会      18 その他 

６ 災害救援        13 科学技術       （         ） 

７ 地域安全        14 経済活動 

事業実施期間 年  月  日  ～     年  月  日 

事業費総額 

（うち市に支出を求める額） 

                    円 

（           ）円 
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様式第２号（第１１条関係） 

協働事業計画書 

１ 現状分析・事業の目的・計画・体制 

現状分析・事業の目的・内容 ※ 地域における現状の課題をどのように捉え、何を目的として活動しようとし

ているのかを具体的に記入してください。 

・ 地域における現状の課題は何ですか。 

 

 

 

 

・ どのような目的で事業を提案しようと考えていますか。 

 

 

 

 

・ 事業を実施することにより、期待できる効果は何ですか。 

 

 

 

 

・ 計画している提案事業の内容を具体的に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

協働の体制 ※ 協働で事業を実施するにあたり、行政に期待することや事業の役割分担につい

て具体的に記入してください。 

・ 協働担当課            

・ 行政に期待することは何ですか。 

 

 

 

 

 

・ 提案団体の担う役割は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

実施スケジュール 期 間     年  月  日 ～    年  月  日 
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２ 実施体制 

役割 氏名 この事業に必要な資格などの名称  団体での役割 

この事業の責任者 

スタッフ 

 

 

 

   

 ※ その他、協力団体及び個人有資格者などの予定があれば、記入してください。 

 

 

３ 団体について 

ふりがな  

団体名称  

ふりがな  

代表者氏名  

住  所 

（事務局又は代表者宅） 

〒 

 

 

設立年月日  会員数  

設立経緯  

目  的 
 

主な活動内容とその成果 

 

４ 附属資料 
 ※ 附属資料がある場合は、下記の項目に印をつけてください。なお、提出された資料は、お返ししませんので、ご了承ください。  

 □ 定款、規則、会則等     □ 役員名簿     □ 事業報告書（又は事業計画書） 

 □ 決算書類（又は予算書）   □ パンフレット   □ ニュースレター、会報等 

 □ 写真   □ その他（                             ） 

５ 協働事業の担当者（いつも連絡がつく方を記入してください。） 

ふりがな  

氏  名  

連絡先 

住所 
〒 

 

TEL／FAX  

E-Mail  

連絡可能な手段（○をつけてください。） 電話・ＦＡＸ・メール 希望時間帯  
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様式第３号（第１１条関係） 

協働事業収支予算書 

 科  目 金額（円） 備 考（内訳の説明） 

収  入 

栗東市より   

自 己 資 金 
 会費 

寄附金 

   

 

 

  

 
収入合計 

  

支  出 

   

 
支出合計 

  

 

 ※現在受けている又は受けることが決まっている他からの補助金・助成金 

補助金・助成金の名称・支出先 金額（円） 使 途 
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様式第4号(第1４条関係) 

 

年  月  日 

     住 所 

提案者  団体名 

     氏 名          様 

 

 

栗東市長             

 

 

協働事業採択結果通知書 

 

 

 貴団体から提案のあった下記事業について、協働事業の提案について、次のとおりとなりましたので、

通知します。 

 

 

記 

 

 

提案事業の名称 
 

提案の区分 自由テーマ型提案事業  連携支援型提案事業 

審 査 結 果   

審 査 概 要   

備 考  
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様式第５号（第１６条関係） 

 

年  月  日 

 

栗東市長       様 

 

                       団体の所在地                

                       団体名                   

                       代表者氏名                 

 

協働事業実施報告書 

 

     年  月  日付けで採択の通知があった協働事業について、その実績を関係書類を添えて

報告します。 

 

記 

 

関係書類 

 １ 収支決算書 

 ２ 事業概要 

 ３ 事業成果 

－11－ 
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収支決算書 

（収入）                                   （単位：円） 

科  目 当初計画額 実際実施済額 備  考 

市（補助金、負担金等）    

 

団体自己資金   

 

 会 費   
 

 寄附金   
 

参 加 費   
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

合 計    

（支出）                                   （単位：円） 

科  目 当初計画額 実際実施済額 備  考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合 計    

※ 支出内容が確認できる領収書を併せて提出してください。 

※「当初計画額」には協定書の事業収支予算書に記入していただいた額と同額で記入してくださ 

い。 
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事業概要 

※実際に行った事業の内容を具体的に記入してください。実施にかかる準備（会議等）につい 

ても記入してください。 

実施時期 内  容 
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事業成果 

 ※ 事業の過程で出た問題及び今後の課題を含みます。 

＜成果＞ 

団体 

 

 

 

 

市担当課 

 

 

 

 

＜課題及び問題＞ 

団体 

 

 

 

 

市担当課 

 

 

 

 

＜今後の展開＞ 

団体 

 

 

 

 

市担当課 
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別記様式第１号（第１０条関係） 

様式第２号（第１０条関係） 

様式第３号（第１０条関係） 

様式第４号（第１２条関係） 

様式第５号（第１４条関係） 

 


